
坂本	 龍平	

	

	 原告であるドイツの買主は、米国インディアナ州の製造者である被告に対し、被告から

購入し、ロシアの家具工場に設置した裁断機から生じた人身傷害についての損害賠償請求

および当該機械の修理費用を請求した。第一審は、中間判決で、当裁判所に管轄権がある

ことを認定した。被告は抗告した。	

	

	

	 抗告審は、抗告を棄却し、争われている債務、すなわち本件では損害賠償の支払い債務

が履行されるべき場所の裁判所に管轄権を認めるドイツ民事訴訟法典の規定に基づいて、

第一審裁判所に管轄権があると認定した。損害賠償が支払われる場所を決定するために、



抗告審は、ドイツ国際私法に基づいて適用されるインディアナ州法の一部として CISG を適

用した。抗告審は、CISG57 条 1 項 a は購入代金は売主の営業地で支払うべきと規定してい

るところ、同条項は CISG45 条および 74 条に基づき発生する契約違反による損害賠償を含

む金銭の支払請求は請求者の営業地、すなわち本件ではドイツの買主の営業地で支払われ

るべきという一般原則を示すものであると判示した。	


